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災害時における非常措置についてのお知らせ 

 

 

 平素は，当園にご理解，ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

令和３年５月２０日より，避難勧告は廃止され，「（警戒レベル 4）避難指示」で必ず 

避難となりました。これに基づき，当園では，台風により京都市（テレビやラジオにおいては，

京都市南部または，京都亀岡地域と報道される場合があります）に【暴風警報】・【特別警報 

（※大雨，暴風など 6 種類）】発令の場合，及び嵯峨学区に【（警戒レベル 4）避難指示】が 

発令された場合には，下記のような措置を取りますのでお知らせします。テレビ，ラジオ， 

インターネット等の情報にご注意下さい。 

ご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

当園について 

浸水想定区域外に所在しています。 

また，土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域外に所在します。 

ここは，「嵯峨学区」です。 

 

休務と休園について 

休務・・・お子さんをお預かりするにあたって，危険が予測されるため， 

家庭での保育をお願いするものです（出勤可能な職員は園に待機しています）。 

休園・・・避難行動をとる必要がある場合など，園にお子さんや職員がいること事態が 

危険な場合に，園を閉めるものです。 

 

 

これを踏まえて，当園では，次の通り対応します。 

 

 



1 【暴風警報・特別警報】について 

 

◎京都市に【暴風警報】【大雨特別警報】発令された場合，休務します。 
（このとき，【（警戒レベル 4）避難指示】が発令されている場合は，下記〔2【（警戒レベル 4）避難指示】についての

通り対応する。） 

 

・登園前に発令   ---休務「暴風警報」「特別警報」が解除されるまでは，命を守る行動 

を取ることを優先し，登園を見合わせ，自宅待機して下さい。 

・保育時間中に発令--速やかにお迎えをお願いいたします。 

       園からもお迎えのご連絡をいたします。 

・正午（12:00）現在警報発令中の場合 ----- 終日休園 
 

 

◎京都市に「大雨以外の特別警報」発令の場合 ----- 休園 

 

 

 

 

 

 

2 【（警戒レベル 4）避難指示】について 

 

（1） 嵯峨学区に水害による【（警戒レベル 4）避難指示】が発令された場合， 

休務します。 

（2） 嵯峨学区に土砂災害による【（警戒レベル 4）避難指示】が発令された場合, 

休務します。 

 

◎土砂災害警戒区域等内・・土砂災害に関するもの休園 ／ 水害に関するもの休務 

浸水想定区域内  ・・・土砂災害に関するもの休務 ／ 水害に関するもの休園 

区域外      ・・・土砂災害に関するもの休務 ／ 水害に関するもの休務 

 

・登園前に発令   ---休務【（警戒レベル 4）避難指示】が解除されるまでは，命を守る 

行動を取ることを優先し，登園を見合わせ，自宅待機して下さい。 

・保育時間中に発令--速やかにお迎えをお願いいたします。 

       園からもお迎えのご連絡をいたします。 

・正午（12:00）現在【（警戒レベル 4）避難指示】発令中の場合 ----- 終日休園 

 

 

 

 



※上記「1.2」が解除された場合，安全確保等ができ次第，下記の通り開園します。 

・お子さんの安全を第一に考え，施設の安全確認を行い，必要な職員体制を整えたうえで 

開園します。 

・施設に大きな被害があった場合や，交通遮断のため職員が出勤できない場合など,やむを 

えず休園する可能性もあります。 

・通常通り開園できない場合は，ホームページ，メールにてご連絡いたします。ご確認下さい。 

 

 

3 地震について 

（1） 登園前に発生した場合 

安全確保等ができ次第，開園します。 

・ 揺れが大きい場合や，公共交通機関が止まっている場合，施設の安全や 

職員体制の確保に時間がかかることがあります。 

・ 施設に大きな被害があった場合や，交通遮断のため職員が出勤できない場合

など，やむをえず休園する可能性もあります。 

・ 通常通り開園できない場合は，ホームページ，メールにてご連絡いたします。 

ご確認下さい。 

（2） 保育中に発生した場合 

・ 降園時間帯の安全が確認できるまで園に留め置くこととし，その後，園より

保護者に連絡をいたしますので，お迎えをお願いします。 

・ 不測の事態においては保護者と連絡が取れるまで園にて留め置くことと 

いたします。 

 

 

4 その他臨時的な対応を行う場合 

・ 災害時等は臨機応変な対応が求められます。災害の規模，発生時刻，被害内容， 

今後の見通しなどによっては，臨時的な対応を行う場合もあります。 

・ 臨時的な対応を行う場合，送迎時にお伝えするほか，ホームページ，メールにて 

ご連絡いたします。ご確認下さい。 

解除の時刻等 措置 

午前 6:30までに解除 通常保育 

午前 6:30～7:30に解除 午前 8:30より保育 

午前 7:30以降に解除 解除時間より 1時間後から保育 

※ただし，午前 10時以降の解除の場合は，給食の準備が出来ませんので，

お弁当をご持参ください。 

正午現在 発令中の場合 終日休園 



5 お願いしたいこと 

・ 台風などの災害の発生が予想される場合は，（緊急連絡網等）連絡体制を事前に 

ご確認いただき，園からの連絡がつながるようにして下さい。 

・ 災害発生時は送迎時の危険も予測されます。ハザードマップ等で予め危険個所を 

ご確認いただくなど，くれぐれもご注意下さい。  

   

 〇ハザードマップ等は京都市のホームページで確認できます。 

   「京都市防災危機管理情報館」ホームページ→「防災ライブラリ」のページ→ 

「ハザードマップ（地震・水害）」や「土砂災害マップ」をご確認下さい。 

 

 

 

以上，よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


